
長崎県教育センター

１８歳成年制度の成立に伴い、注目される子どもたちを取り巻く様々な消費者問

題･･･。第２回目となる今年度は、消費者トラブルと金融教育の二つのテーマを設定し

ました。

令和元年７月２６日(金)10：00～11：30
（受付 9：30～）

【対 象】 県内教職員

【申込み方法】 所属長の了承を得て、FAXまたは電子メールで以下へ直接申込ん

でください。

【 申込み先】 長崎県教育センター 企画課

FAX 0957-53-1190

メールアドレスS403502@pref.nagasaki.lg.jp

【申込み締切】 令和元年7月12日（金）

【 問合せ先】 企画課 ℡0957-53-1186

※参加旅費は、各所属で負担いただきます。

テーマ１：消費者トラブル

「手の中の危険」
～子どもを取り巻く消費者トラブル～

スマートフォンをめぐるＳＮＳなどのト

ラブルの事例を中心に、消費者被害の実態

について学びます。

講師：長崎県消費生活センター

消費者教育推進委員

青﨑 孔 先生

テーマ２：金融教育

「授業に活かそう！ 生きる
力を育むお金のはなし」

お金の成り立ちやお金との正しいつき合

い方など、金融の働きや経済の仕組みを学

びます。授業実践に役立つ指導事例や教材

も紹介します。

講師：金融広報中央委員会

金融教育プラザリーダー

岡崎 竜子 先生

mailto:S403502@pref.nagasaki.lg.jp

